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今年の冬は特にインフルエンザ対策を
重要なのは予防接種と感染予防対策‼

お知
らせ

いまだに収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症ですが、今年の冬はインフルエンザとの同時流
行が心配されます。同時流行を防ぐために次のような感染予防対策をいつも以上に行いましょう。

■流行前にインフルエンザの予防接種を
　「予防接種」を受ける事で、インフルエンザにかかりにくくしたり、軽くすませることができます。効果が
現れるまで 2 週間程度かかり、約 5 か月持続します。通常インフルエンザの流行は 12 月下旬から 3 月上旬ま
でが中心となりますので、早めに接種しましょう。　
■インフルエンザ予防接種の一部助成
　【助成期限】
　　12 月 28 日月まで
　【対象者】
　　● 65 歳以上の方又は 60 歳以上 65 歳未満で心臓・腎臓・呼吸器など慢性の重い障害があり、身体障　
　　　害者手帳１級に相当する方
　　　　⇒自己負担額：1,400 円
　　●生後 6 か月から 64 歳の方
　　　　⇒自己負担額：医療機関の接種料金から費用助成額（1,000 円）を差し引いた金額※ 1 回のみ
　　※生活保護世帯は自己負担額はありません。
　　詳しい助成内容は保健福祉課保健係まで問い合わせください。
■感染予防対策
　●外出後の手洗い
　　流水、石鹸による手洗いは手指など体についたウイルスを除去します。
　　インフルエンザウイルスには、アルコール製剤による手指衛生も効果があります。
　●適度な湿度の保持
　　空気が乾燥すると気道粘膜の防御機能が低下します。
　　特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な湿度（50~60％）を保つことが効果的です。
　●十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
　　体の抵抗力を高めるために十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心掛けましょう。
　●人混みや繁華街への外出を控える
　　インフルエンザが流行してきたら、人混みや繁華街への外出を控えましょう。やむを得ず外出し人混みに　
　入る場合は、マスク着用により飛沫感染などを防御しましょう。

問保健福祉課保健係　☎ 585-2783

お知
らせ

毎年 1 月の年始めに開催している新春賀詞交歓会は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、参加者
の「3 密」を避けるため、中止します。みなさまのご理解をお願いします。

問総務課庶務係　☎ 585-2112

令和 3年新春賀詞交歓会を中止します
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お知
らせ

冬の寒さが厳しい時期（気温が氷点下４℃以下）は、水道管が凍結・破裂する場合がありますので注意し
てください。

　凍結防止対策として、①屋外の水道管を保温する、②少量の水を出しておく、③長期間
水道を使用しないときは、水抜栓を閉めて水道管の水を抜いておくことが挙げられます。
　水道管が凍結してしまった場合は、溶けるのを待つか、凍結しているところにタオルを
あて、その上からぬるま湯をかけてください。
※熱湯をかけると水道管が破裂する恐れがあります。
　また、水道管が故障した場合は、町の「指定給水装置工事事業者」へ
修繕を依頼してください。（修繕費は使用者負担となります）

　　　　　　　　　　　　　　問上下水道課水道係　☎ 585-2997
　　　　　　　　　　　　　　　　　    （夜間休日）　☎ 090-2796-5300　

水道管の凍結防止

不審電話に注意‼お知
らせ

後期高齢者の自宅へ、個人情報や口座番号を
聞き出そうとする不審電話が伊達市や南相

馬市で発生し、現金が引き出される被害もありま
した。
　町職員が電話で個人情報やカード番号を聞いた
り、訪問して通帳やカードを要求することはあり
ません。不審な電話があった場合は、個人情報を
教えないように注意してください。

問保健福祉課国保係　☎ 585-2785

年末年始の水道修繕工事当番店は、次のとお
りです。

年末年始水道工事当番店お知
らせ

　　　　　　　
問上下水道課水道係　☎ 585-2997

月　日 指定店名 電話番号
12/29 火 ( 有 ) 後藤設備 585-3103
12/30 水 ( 有 ) 齋久設備 585-2310
12/31 木 根本建設 ( 株 ) 585-1153
  1/  1  金 ( 株 ) 渡辺建設 585-2404
  1/  2  土 ( 有 ) 佐久間工業 529-1105
  1/  3  日 国見ガス住宅設備 ( 株 ) 585-2137

お知
らせ

医師・歯科医師・薬剤師・看護師・歯科衛生士などのみなさんには、医師法等関係法律により、2 年に 1 度、
住所や従事先などを記載した届出票の提出が義務付けられています。令和２年は届出の年にあたります

ので、該当する方は 12 月 31 日現在の状況を保健所まで届け出てください。
■届出対象者
①日本に居住し、日本の医籍・歯科医籍・薬剤師名簿に登録されている全ての医師・歯科医師・薬剤師（従事
　していない方も含みます）【届出先：住所地又は就業地を管轄する保健所】
②県内で就業している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士　【届出先：就業地を管
　轄する保健所】
■保健所への提出期限　
　令和 3 年 1 月 15 日金

問福島県県北保健所　☎ 534-4104

医療従事者のみなさんは届出を忘れずに！
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高齢者世帯の除雪を支援します！お知
らせ

除雪を自ら行うことが困難な一人暮らし高齢者や高齢者世帯を対象に除雪の支援を行います。
希望される方は保健福祉課長寿介護係へ申込みください。

■対 象 者
　75 歳以上の一人暮らし高齢者や 80 歳以上の高齢者のみ世帯で、積雪時に外出の支援が必要な方
■援 助 内 容
　積雪 10㎝以上の場合に行います。
■自 己 負 担
　500 円（1 回 2 時間未満）　
※作業は国見町シルバー人材センターが行います。

問保健福祉課長寿介護係　☎ 585-2125

1月6日水、20日水

粗大ごみを出すときは、収集日の前日（平日
の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分）までに、

品目・数量・ごみ置場の番号を環境防災課へ連絡し
てください。受付の無いものは収集いたしません。

町による粗大ごみ収集日

問環境防災課環境防災係　☎ 585-2116

粗大ごみ収集日と
ごみの出し方

お知
らせ

ごみの出し方のルールを守ってください
・ごみ袋に名前を書いて出してください。
・プラスチックのごみ袋には、水洗い等で簡単
　に汚れが落ちたものだけを入れてください。
　汚れがあるものは「もやせるごみ」として出
　してください。

・ごみ置場にごみを出す際は、必ずネット等を
　かけるなどして、カラス等がいたずらしない
　よう注意してください。

・不法投棄とは法律（廃棄物の処理及び清掃に関
　する法律）に反して決められた場所以外に、廃
　棄物を投棄することです。

・「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律
　第 25 条第 1 項第 14 号」に違反することになり、
　【5 年以下の懲役若しくは 1 千万円以下の罰金】
　に処され、またはこれを併科されます。「知らな
　かった」としても法律に反していれば逮捕され
　ることも十分にあり得ます。

問環境防災課環境防災係　☎ 585-2116

不法投棄は犯罪ですお知
らせ

不法投棄はダメ！ゼッタイ！

お知
らせ

「110 番｣ は、緊急の事件事故専用の緊急通報電話です。｢110 番｣ に通報すると、福島市の警察本部通信
指令室で集中受理されますので、あなたの現在地について、できるだけ具体的な説明をお願いします。

　また、相談・落とし物・運転免許などの問い合わせは、桑折分庁舎もしくは最寄りの駐在所又は警察相談ダ
イヤル (#9110) にお願いします。

問福島北警察署桑折分庁舎　☎ 582-2151

「１１０番」は緊急通報電話です
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町県民税（第 4 期）

納期限は 12月 25日金です

忘れずに納めましょう！

【 個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税等の課税に関すること】
問税務住民課課税係　☎ 585-2778

【納税に関すること】
問税務住民課収納係　☎ 585-2780

■ ご確認ください！
＊個人町県民税（普通徴収）は、前年中に所得のあった個人に課税　　　　　　
　される税金のうち、給与支払者（会社など）を通じて納める方法
　（特別徴収）以外の方が納めていただくものです。
　納期限（12 月 25 日金）までに必ず納付されるようお願いします。
＊口座振替を利用している方は、預金の残高確認をお願いします。

町内各地の空間線量率
（測定：地上 1m、単位：マイクロシーベルト / 時）

地　区 測定場所 12/2 12/9

小　坂
小坂農村総合管理センター（土） 0．11 0．12
泉田中集会所（土） 0．08 0．08

藤　田
石母田財産区事務所（アスファルト） 0．06 0．07
観月台文化センター（芝生） 0．08 0．09

森江野

上野台運動公園管理棟（アスファルト） 0．06 0．06
森江野町民センター（アスファルト） 0．08 0．07
塚野目集会所（アスファルト） 0．10 0．09
桜の森（土） 0．14 0．13

大木戸
大木戸ふれあいセンター（土） 0．07 0．07
貝田駅（土） 0．13 0．13

大　枝 国見東部高齢者活性化センター（土） 0．10 0．09
問環境防災課原発災害対策室　☎ 585-2158

仮置場の空間線量率及び地下水の放射能濃度 （測定：地上 1m、単位：マイクロシーベルト / 時）
仮置場 測定地点 測定日① 測定日② 仮置場 測定地点 測定日① 測定日②

藤田方部 2 号
（石母田字日矢来）

進入口 原状回復工事のため
　測定なし

森江野方部 1 号
（大字徳江・塚野目）

南側中央部 原状回復工事のため
　測定なし中心 中心

藤田方部 3 号
（藤田字滑沢三）

東側町道沿 原状回復工事のため
　測定なし

森江野方部 2 号
（徳江字江添）

南側中央部 0．08 0．08
中心 中心 ― ―

藤田方部 4 号
（藤田字鶉町六）

進入口 0．10 0．08 大木戸方部 2 号
（高城字西）

進入口 0．06 0．06
中心 ― ― 中心 ― ―

小坂方部 1 号
（泉田字大松山）

進入口 原状回復工事のため
　測定なし

大木戸方部 3 号
（大木戸字大久保）

東側中央部 0．10 0．09
中心 中心 ― ―

小坂方部 2 号
（新内谷）

西側中央部 原状回復工事のため
　測定なし

※ 11/24、25 の地下水の放射能濃度は、全ての仮置場に
おいて「不検出」となっています。中心

※藤田方部 4 号は 11/24 と 12/1 の測定値。森江野方部 2 号、大木戸方部 2 号、3 号は 11/25 と 12/2 の測定値。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問環境防災課原発災害対策室　☎ 585-2158

保育所・幼稚園
小学校・中学校の空間線量率

（単位：マイクロシーベルト / 時）
測定場所 測定条件 11/11 11/25

藤田保育所
地上 50cm

0．09 0．13
くにみ幼稚園 0．04 0．05

国見小学校 0．03 0．04
県北中学校 地上 1m 0．07 0．07

問学校教育課　☎ 585-2892

お知
らせ

各種放射線の
モニタリング結果

飲料水（水道水）の放射能物質モニタリング検査結果　　　　（ND：検出限界値未満　検出限界値：1Bq/kg）

測定場所 取水場所
11/27 12/11

ヨウ素　 セシウム ヨウ素　 セシウム
町水道事業 国見町役場 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

※福島県内の水道水モニタリング検査結果については、福島県ホームページ（東日本大震災関連情報 / 各種モニタリン
　グ結果）で公表しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問上下水道課水道係　☎ 585-2997


